
令和８年２月５日 

危 機 管 理 部 

 

「世田谷区災害時トイレ確保・管理計画（仮称）」の策定について 

 

１ 主旨 

災害時のトイレに関する問題は、過去の大規模災害において繰り返し発生しており、感

染症の拡大や健康被害、更には災害関連死にもつながる重要な課題であることから、災

害時トイレ確保・管理計画（仮称）（以下、「トイレ計画」）を策定し、計画的かつ横断的

に施策を推し進めるものとする。 

 

２ 計画策定の背景 

（１）国は、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を策定しており、災害

用トイレの考え方、スフィア基準に基づく災害用トイレの必要数、配慮すべき事項

と要配慮者への対応等の検討を推進している。 

（２）都は、新たに各種トイレの特性やフェーズに応じた活用などについて整理した「東

京トイレ防災マスタープラン」を令和７年３月に公表し、東京全体におけるトイレ

環境の整備指針とし、区市町村と連携した取り組みを進めることとしている（別紙

１参照）。 

（３）区は、世田谷区地域防災計画修正（令和７年修正）において、災害発生当初は、避

難者約５０人当たり１基、その後、避難が長期化する場合には、約２０人当たり１基

の災害用トイレの確保に努めるとしている（別紙２参照）。 

また、断水等による影響でトイレが使用できない場合に備え、排便収納袋（携帯ト

イレ）を避難所生活者及び在宅避難者用として発災後１日に必要となる数量１４０万

枚を備蓄してきたが、国・都の動向や過去の災害時の教訓を踏まえ、災害時のトイレ

の確保・管理は課題となっている。 

 

３ 主な課題 

 （１）区内で災害時に使用できるトイレの実態を把握する必要がある。 

（２）公園用マンホールトイレ等の災害時に使用できるトイレについて、災害時の運用

主体を検討する必要がある。 

 （３）避難所や在宅避難者が排出する携帯トイレ等のし尿の収集、処理について更なる

検討が必要である（別紙３参照）。 

 

４ 計画検討の方向性 

（１）災害時に使用できるトイレの実態調査を実施し、ライフライン被害があった際に

も利用できるトイレをとりまとめ、充足状況を明らかにする。 

（２）災害時に使用できるトイレの運用主体や運用要領を具体化する。 

（３）し尿の収集、処理について、有効な方法を研究・検討する。 
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５ 検討体制 

  関係する災対各部、外部有識者、女性防災コーディネーター、計画策定受託事業者に

て検討委員会を設置する。 

【検討委員会の構成】 

 関係所管 所掌 

庁内 災対統括部  （災害対策課） 所管・とりまとめ 

災対地域本部 （総合支所地域振興課）   地域・町会 

災対清掃部  （清掃・リサイクル部管理課） し尿処理 

災対清掃部  （清掃・リサイクル部事業課） し尿処理 

災対医療衛生部（世田谷保健所） 衛生面 

災対都市整備部（都市デザイン課） ユニバーサルデザイン 

災対都市整備部（公共施設マネジメント課） 公共施設全般 

災対土木部  （土木計画調整課） 公衆トイレ 

災対土木部  （公園緑地課） 公園トイレ 

災対教育部  （教育環境課） 避難所（学校） 

庁外 外部有識者 災害時のトイレ 

女性防災コーディネーター 女性の視点・多様性 

計画策定受託事業者 とりまとめ 

 

６ 今後のスケジュール 

令和８年２月中旬～３月 計画策定委託事業者選定プロポーザル実施 

４月  ～８月 検討委員会開催（５回程度） ※書面開催含む 

９月      災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会 検討状況報告 

令和９年２月      災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会 計画（案） 

３月      計画公表 
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災害時のトイレについて（東京トイレ防災マスタープランからの抜粋） 

 

 東京都が策定した「東京トイレ防災マスタープラン」では、災害時でも使用できるトイレを 

「災害用トイレ」として定義し、「災害用トイレ」を適切な場所に配置するための指標として、 

徒歩５分圏外の範囲を「空白エリア」として設定するとともに、トイレ利用者数をトイレの基数で

割ることで、充足状況を算出している。また、被害状況やフェーズに応じた災害用トイレの使用可

否を示している。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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区内の災害用マンホールトイレの配置状況について 

 

区立施設（指定避難所（小中学校等）及び区立公園）災害用のマンホールトイレ（計１６２ヶ所）

について、GISシステムを使用してマップに落とし込んだ場合、下記のとおりとなる。 

※国は、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を策定しており、災害用トイレの考え方、 

スフィア基準に基づく災害時用トイレの必要数、配慮すべき事項と要配慮者への対応等を提示している。 

 

 

※１つの円の半径は徒歩５分圏内（２５０ｍ）を表す。 

  

別紙２ 
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https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/2412hinanjo_toilet_guideline.pdf


 

し尿の収集・処理について 

携帯トイレ、簡易トイレ等の使用により、発災直後から相当量のし尿が発生する可能性がある。 

※以下「世田谷区災害時におけるトイレの確保・管理ガイドライン（平成２９年３月）」より抜粋 

 

 

別紙３ 
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